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● セミナーの受講申込みについて ●

①

②

株式会社Ｒ＆Ｄ支援センター

『AI特許』セミナー申込書　※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒＜□LIVE受講　／　□ｱｰｶｲﾌﾞ受講＞

会社・大学

ＦＡＸ

お名前

　必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下

さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をい

たします。受講用URLは後日お送りいたしま

す。

　セミナーお申込み後のキャンセルは基本的

にお受けしておりませんので、ご都合により出

席できなくなった場合は代理の方がご出席く

ださい。

     〒135-0016　東京都江東区東陽3-23-24　VORT東陽町ビル7階
TEL)  03‐5857‐4811  FAX)  03‐5857‐4812  URL)  https://www.rdsc.co.jp/

NO. 260723  

 

◆日時：2026年07月07日（火） 10:30～16:30

◆【アーカイブ配信受講：7/8（水）～7/22（水）】を希望される方は、

　⇒ https://www.rdsc.co.jp/seminar/260723A こちらからお申し込み下さい。

◆【WEB限定セミナー】在宅、会社にいながらセミナーを受けられます　

◆受講料 ： 1名につき49,500円（税込、資料付）　

お申込み･振込に関する詳細はＨＰをご覧下さい。
　　⇒　https://www.rdsc.co.jp/pages/entry

個人情報保護方針の詳細はＨＰをご覧下さい。
　　⇒　https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy□Eメール　　□ 郵送 会員登録（無料）　※案内方法を選択してください。複数選択可。

AI関連発明の出願戦略のポイントと

   生成AIを巡る知財制度上の留意点

【プログラム】 
１．はじめに
　１－１　本講座における人工知能のイメージ
　１－２　機械学習、ニューラルネットワークの概要

２．データ、学習済みモデル、ＡＩビジネスの保護の可能性
　２－１　生データ、学習用データ、学習済みモデルは、特許で保護されるのか
　２－２　学習済みモデルは発明と言えるのか（審査基準の事例紹介）
　２－３　学習済みモデルの「派生モデル」と「蒸留」に関する考察
　２－４　学習済みモデルに特徴が無いと特許されない？

３．ＡＩ関連発明の特許事例
　３－１　ＡＩ関連発明の出願動向（特許庁　「ＡＩ関連発明の出願状況調査」より）
　３－２　特許事例の紹介
　　（１）ＡＩ関連発明の分類
　　（２）ＡＩコア発明の特許事例
　　（３）ＡＩ適用発明の特許事例
　３－３　特許係争事例
　３－４　ＡＩ関連発明の進歩性判断（審査基準の紹介）
　　（１）進歩性判断の基本的な考え方
　　（２）進歩性が否定される例
　　（３）進歩性が肯定される例

４．ＡＩ関連発明の着眼点と出願時の留意点
　４－１　ＡＩ関連発明の着眼点（特許取得の可能性を探る）
　　（１）アルゴリズムやニューラルネットワークの構造に特徴がある場合

●講師 : 弁理士法人磯野国際特許商標事務所 代表社員 所長 町田 能章 氏

セミナーURLはこちら→　https://www.rdsc.co.jp/seminar/260723    

　ＡＩ（機械学習）技術の一般化・汎用化が急速に進んでおり、ＡＩ関連発明の出願も年々増加しています。その一方で、学習済みモデルは特許になる
のか、機械学習のアルゴリズムは汎用のものを使っているが特許になるのか、特許出願の際にニューラルネットワークやデータを詳細に開示する必要
があるのか、といった疑問を抱かれている方も多くいらっしゃいます。また、ChatGPTをはじめとする生成AIサービスの発展に伴い、ＡＩ生成物の知財
制度上の取り扱いについての関心が高まっています。
　ＡＩ本講座では、ＡＩ関連発明の特許事例や審査基準を紹介するとともに、ＡＩ技術を利用した製品やサービスを開発中あるいは開発予定の方（主と
してＡＩユーザー）の視点に立ち、「どのようなものが特許になっていて、新しいＡＩビジネスを権利化したいときに、どの辺りに着眼したらよいか」につい
て解説し、さらに、ＡＩ生成物の知財制度上の論点を整理し、ＡＩ生成物が知財で保護される条件を解説します。

【講演の趣旨】 

　　（２）汎用のＡＩを使用する場合
　４－２　ＡＩ関連発明を特許する際の留意点
　　（１）ＡＩ関連発明の記載要件（審査基準の紹介）
　　（２）学習に関する留意点　
　　（３）その他の留意点

５．生成ＡＩを巡る知財制度上の留意点
　５－１　特許法上の論点
　　（１）人工知能を「発明者」とした出願事例の紹介　　　各国特許庁の判断
は？
　　（２）人工知能は発明者になれるか　　　特許庁の見解
　　（３）AIが自律的に生成した「AI創作物」は特許法上の発明に該当するか
　　（４）人工知能の「利用者」は発明者になれるか
　　（５）ＡI生成物はどのように審査されるか　審査ハンドブックの事例紹介
　　（６）AI生成物が特許される条件を探る
　５－２　意匠法上の論点
　　（１）AIで生み出された意匠は保護されるのか
　　（２）AIの利用者はAI生成物の創作者になれるのか
　　（３）AI生成物が意匠登録される条件を探る
　５－３　商標法上の論点
　　（１）ＡＩで生み出された標章は保護されるのか
　　（２）AI生成物が商標登録される条件を探る
　５－４　著作権法上の論点
　　（１）「AI創作物」の著作物性と著作者
　　（２）AI生成物が著作物として保護される条件を探る
　　（３）著作権侵害が懸念される場面
　５－５　まとめ　　AI生成物、AI創作物は保護されるのか

セミナーお申込みＦＡＸ
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※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

1名分料金で
　2人目無料

会員（案内）登録していただいた場合、通常1名様申込で55,000円（税込）から

　・1名で申込の場合、49,500円（税込）へ割引になります。

　・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、計55,000円（2人目無料）です

※本セミナーはZOOMを使ったLIVE配信セミナーです。会場での参加はございません。


